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投資信託の課税に関する歳入法

典改正法第 52号が施行されまし

た。 
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投資信託の課税に関する歳入法典の改正法第52号

(B.E.2562 (2019))が、2019年5月22日に官報に掲載

されました。本法律は、2019年8月20日より施行されま

す。 

本改正は、投資信託への投資にかかる課税の公平性

を促進し、現行の法律の下で存在しているタイ投資に

関する課税の不公平性を軽減する事を目的としていま

す。 

主な改正内容は以下のとおりです。 
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主な変更点 

 タイの法律または海外の法律に基づき設立された投資信託（以下、「投資信託」という。）は、法人として区分

され、法人税の課税対象となります。 

 

 改正法が施行された日から、投資信託が収受する歳入法典40(4)(a)条に定める利子等の所得に対して

15%の法人税が課されます。しかし、投資信託が改正法施行前から所有している預金、為替手形、約束手

形および債務証書から生じる歳入法典40(4)(a)条に規定する所得は、課税対象になりません。 

 

 投資信託より支払われる利益分配金および投資信託の売却により生じたキャピタルゲインは、それぞれ歳

入法典40(4)(b)および(g)条に基づき、課税所得として区分されます。本改正は、これらの投資収益を非居住

者投資家に対して送金する際の源泉所得税の課税関係に、大きな影響を及ぼす可能性があります。 

 

所見 

 

 本改正は、投資信託および投資家のいずれにも、大きな税務上の影響を与えるため、本改正を踏まえて税

金の取扱いを検討する必要があります。 

 本改正に基づくと、投資信託と投資家のレベルにおいて同一の所得に対して2回課税がなされる可能性が

あります。この場合には結果として、経済的二重課税が生じると考えられます。歳入局は、この二重課税を

救済するための措置を定めた追加規則を、今後発行する可能性があります。 
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英語版を優先します。また、タイ国における法令の改正動向等の情報提供を目的に発行されたものであり、全ての事例に対して適用されな
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